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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受光装置を有する車両通過検知
システムの光照射装置及び／または光受光装置に装着して、該装置の光照射窓部及び／ま
たは光受光窓部への氷雪付着を防止するヒータユニットであって、光の通路用の間隙を有
する平面部材と、該光の通路用の間隙の外周に該平面部材と垂直方向に突出した筒状部材
を有するヒータ支持基材、及び該平面部材の窓部を含む前面パネル側と該筒状部材の少な
くとも片面側の各々の箇所に固定されたヒータ含有層を備えてなり、筒状部材の少なくと
も片面側に固定されたヒータ含有層が、金属板とコード状ヒータからなる層で構成される
ことを特徴とするヒータユニット。
【請求項２】
　光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受光装置を有する車両通過検知
システムの光照射装置及び／または光受光装置に装着して、該装置の光照射窓部及び／ま
たは光受光窓部への氷雪付着を防止するヒータユニットであって、光の通路用の間隙を有
する平面部材と、該光の通路用の間隙の外周に該平面部材と垂直方向に突出した筒状部材
を有するヒータ支持基材、及び該平面部材の窓部を含む前面パネル側と該筒状部材の少な
くとも片面側の各々の箇所に固定されたヒータ含有層を備えてなり、ヒータ支持基材が、
最上部に光照射装置及び／または光受光装置の上面に引っ掛けて該ヒータ支持基材を支持
する手段を有することを特徴とするヒータユニット。
【請求項３】
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　光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受光装置を有する車両通過検知
システムの光照射装置及び／または光受光装置に装着して、該装置の光照射窓部及び／ま
たは光受光窓部への氷雪付着を防止するヒータユニットであって、光の通路用の間隙を有
する平面部材と、該光の通路用の間隙の外周に該平面部材と垂直方向に突出した筒状部材
を有するヒータ支持基材、及び該平面部材の窓部を含む前面パネル側と該筒状部材の少な
くとも片面側の各々の箇所に固定されたヒータ含有層を備えてなり、ヒータ支持基材が、
下部に平面部材と垂直方向で窓部を含む前面パネル側に突出した低面部材と該低面部材の
上側に固定されたヒータを有することを特徴とするヒータユニット。
【請求項４】
　ヒータが固定されたヒータ支持基材を、光照射装置及び／または光受光装置に装着する
際に、該装置の窓部を含む前面パネルと平面部材に固定されたヒータ含有層が所定の間隔
を維持するように、かつ該平面部材が光の通路を除く該前面パネルを覆うように装着され
る請求項１～３のいずれかに記載のヒータユニット。
【請求項５】
　平面部材に固定されたヒータ含有層が、平面部材から窓部を含む前面パネルに向かって
、断熱材、面状ヒータ、及び金属板の順で積層された層で構成される請求項１～３のいず
れかに記載のヒータユニット。
【請求項６】
　ヒータ支持基材が、左右両端部に平面部材と垂直方向で窓部を含む前面パネル側に突出
した側面部材を有する請求項１～３のいずれかに記載のヒータユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高速道路等の有料道路に採用されている電子料金収受システムの光照射装置
及び／または光受光装置に装着して、該装置の光照射窓部及び／または光受光窓部への氷
雪付着を防止するヒータユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路等の有料道路の料金所においては、車両が料金所に停止することなく通過でき
るノンストップ自動料金収受システム（電子料金収受システム、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　
Ｔｏｌｌ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：略称ＥＴＣ）が導入されている。この
電子料金収受システムは、例えば有料道路の入口料金所及び出口料金所において、車両通
行レーンの片側に光を照射する光照射装置を、他の片側に照射された光を受光する光受光
装置を設置し、光照射装置から照射される光を遮断して通過するＥＴＣ車両を検知するこ
とにより、予め登録された運転手等から通行料金の自動徴収を行なうことができるもので
ある。
【０００３】
　このような車両の通過を検知するシステムの光照射装置及び光受光装置は、例えば図９
に示すように、赤外線等の光の照射部と受光部が互いに向い合うように、上下方向に沿っ
て複数個設けられており、光照射装置の各光照射部から照射された光が、光受光装置の所
定の各受光部で受光されるように設定されている。該車両通過検知システムはこのような
装置を有するので、通過する車両の高さ（大きさ）も検知することが可能である。しかし
、国内の冬季においては、光照射窓部または光受光窓部への氷雪の付着、装置周辺の積雪
等のために光が遮られ、通過する車両の高さの検知、あるいは車両の通過自体の検知が困
難となる場合があった。そのため、該装置にヒータを設置して、効率よく氷雪の付着等を
防止する手段が望まれている。
【０００４】
　特許文献１には、前記のような装置の光照射窓部または光受光窓部に装着して透明な保
護パネルの結露を防止するヒータが記載されている。そのヒータ周辺の構成は、投光素子
及び／または受光素子を収納した筐体、及び筐体内部を保護する透明な保護パネルを備え



(3) JP 6371663 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

た検知器において、該透明な保護パネルを外部から加熱するヒータ本体とヒータ本体を保
持して筐体に取り付けられるヒータ保持部材からなるものである。そして該ヒータにより
透明な保護パネルを加熱して、該保護パネルの結露を防止することが開示されている。
【特許文献１】実開２０１３－１６４３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の図２には、透明な保護パネルの外側に、ヒータ、断熱の作用を呈するスペ
ーサ、ヒータ保持部材がこの順で配置され、ヒータからの熱が被加熱部材に伝熱し、ヒー
タ保持部材に触れたユーザが火傷しないように設定された構成が記載されている。一方、
最近の厳しい気象条件下の寒冷や降雪の場合、ヒータをかなり高温に設定しないとヒータ
保持部材の前面に氷雪が積もり、光が遮られて通過車両の検知に支障をきたす虞がある。
そのため、保護パネルへの高温加熱を長時間行なうと、精密な電子機器を有する光照射部
と光受光部が収納された筐体内部はかなりの高温になり、これらの電子機器に不具合が発
生する虞がある。
【０００６】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、前述のような車両通過検知システムの光照
射装置及び／または光受光装置において、光照射部、光受光部等を構成する電子機器に、
ヒータからの加熱による悪影響を与えることなく、該装置の光照射窓部、光受光窓部等へ
の氷雪付着を効率よく防止できるヒータユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、これらの課題を解決すべく鋭意検討した結果、ヒータユニットの構成を
、光の通路用の間隙を有する平面部材と、該光の通路用の間隙の外周に該平面部材と垂直
方向に突出した筒状部材を有するヒータ支持基材、及び該平面部材の窓部を含む前面パネ
ル側と該筒状部材の少なくとも片面側の各々の箇所に固定されたヒータ含有層を備えた構
成とし、ヒータユニットを該装置に装着する際に、平面部材に固定されたヒータ含有層と
該装置の窓部（保護パネル）を含む前面パネルが所定の間隔を維持し得るように設定し、
特許文献１のように保護パネルをヒータにより直接加熱するのではなく、ヒータ含有層と
窓部（保護パネル）を含む前面パネルとの間の空気を暖める方式とすることにより、前述
の課題を解決できることを見出し、本発明のヒータユニットに到達した。
【０００８】
　すなわち本発明は、光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受光装置を
有する車両通過検知システムの光照射装置及び／または光受光装置に装着して、該装置の
光照射窓部及び／または光受光窓部への氷雪付着を防止するヒータユニットであって、光
の通路用の間隙を有する平面部材と、該光の通路用の間隙の外周に該平面部材と垂直方向
に突出した筒状部材を有するヒータ支持基材、及び該平面部材の窓部を含む前面パネル側
と該筒状部材の少なくとも片面側の各々の箇所に固定されたヒータ含有層を備えてなるこ
とを特徴とするヒータユニットである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のヒータユニットは、光照射装置及び／または光受光装置の窓部、保護パネル、
または前面パネルを直接的に加熱するのではなく、ヒータによりこれらの周辺の空気を暖
める構成なので、光照射装置及び／または光受光装置の内部が高温に曝されることなく、
これらを効率よく暖めることが可能である。その結果、光照射部と光受光部等の電子機器
に加熱による悪影響を与えることなく、該装置の光照射窓部、光受光窓部等への氷雪付着
を効率よく防止できる。また、本発明のヒータユニットは、最上部に光照射装置及び／ま
たは光受光装置の上面に引っ掛けて該ヒータ支持基材を支持する手段を設けることにより
、該装置への取付け、取外しを容易に行なうことができる。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　本発明のヒータユニットは、光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受
光装置からなる車両通過検知システムの光照射装置及び／または光受光装置に装着して、
該装置の光照射窓部及び／または光受光窓部への氷雪付着を防止するヒータユニットに適
用される。
　以下、本発明のヒータユニットを、図１～図９に基づいて説明するが、本発明がこれに
より限定されるものではない。尚、図１、図２は本発明のヒータユニットを光照射装置及
び／または光受光装置に装着する前後の形態の一例を示す斜視図、図３～図５は図１（２
）のヒータユニットの水平断面の一例を示す構成図、図６は図２（２）のヒータユニット
の水平断面の一例を示す構成図、図７はヒータ支持基材の構成図（本発明のヒータユニッ
トの面状ヒータの取付け位置の一例を示す構成図）、図８はヒータ支持基材の構成図（本
発明のヒータユニットの透明保護具の取付け位置の一例を示す構成図）、図９は光照射装
置及び光受光装置の使用形態の一例を示す構成図である。
【００１１】
　本発明のヒータユニットは、光を照射する光照射装置及び照射された光を受光する光受
光装置を有する車両通過検知システムの光照射装置及び／または光受光装置（以下、総称
して「装置」と記す。）に装着して、該装置の光照射窓部及び／または光受光窓部（以下
、総称して「窓部」と記す。）への氷雪付着を防止するヒータユニットである。該ヒータ
ユニットは、装置への取付け及び装置からの取外しを容易に自在に行なうことができ、例
えば図１（１）に示すような装置１６の窓部６を有する前面パネル７を覆うように、図１
（２）に示すように装着して使用するヒータユニットである。
【００１２】
　そして本発明のヒータユニット１は、図３（装置に装着する際の水平断面）に示すよう
に、光の通路用の間隙１２を有する平面部材２ａと、該光の通路用の間隙１２の外周に該
平面部材２ａと垂直方向に突出した筒状部材２ｂを有するヒータ支持基材２、及び該平面
部材２ａの窓部６を含む前面パネル７側と該筒状部材２ｂの少なくとも片面側の各々の箇
所に固定されたヒータ含有層（例えば、断熱材３、面状ヒータ４ａ、及び金属板５、また
は、コード状ヒータ４ｂ及び金属板５’）を備えてなるヒータユニットである。また、本
発明のヒータユニット１（ヒータが固定されたヒータ支持基材）は、装置に装着する際に
、図３に示すように、該装置の窓部６を含む前面パネル７と平面部材２ａに固定されたヒ
ータ含有層（例えば、断熱材３、ヒータ４ａ、及び金属板５）が所定の間隔を維持するよ
うに、かつ該平面部材２ａが光の通路１２を除く該前面パネル７を覆うように装着される
。
【００１３】
　本発明のヒータユニットを装着する対象である装置としては、図９に示すように、光照
射装置及び光受光装置が一対で使用されるものであれば特に制限されることはないが、具
体的な形態としては、例えば図１のほか窓部６の位置が異なる図２のような装置を挙げる
ことができる。また、装置の窓部６の形態としても特に制限されることはないが、通常は
図３～図６に示すように、光照射部または光受光部８を収納した筐体９の内部を保護する
透明な保護パネル１０を備えている。尚、透明な保護パネル１０は、精密な電子機器を内
蔵する筐体９の内部を直接的に保護しており、容易に取付け取外しができないものである
。本発明は、窓部６への氷雪付着を効率よく防止することが課題であるが、透明な保護パ
ネル１０への氷雪付着も防止する必要がある。
【００１４】
　以下、本発明のヒータユニットに使用される各部材について詳細に説明する。
　本発明に使用されるヒータ支持基材２は、光の通路用の間隙１２を有する平面部材２ａ
と、該光の通路用の間隙１２の外周に該平面部材と垂直方向に突出した筒状部材２ｂを有
する。また、これらの他に、後述するように、ヒータ支持基材２の左右両端部に平面部材
２ａと垂直方向で前面パネル７側に突出した側面部材２ｃ、ヒータ支持基材２の下部に平
面部材２ａと垂直方向で前面パネル７側に突出した低面部材２ｄを加えることができる。
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また、ヒータ支持基材２は、最上部に装置の上面に引っ掛けて該ヒータ支持基材２を支持
する手段１４を有することが好ましい。
【００１５】
　平面部材２ａは、通常は金属（ステンレス、アルミニウム等）または合成樹脂からなり
、ヒータ含有層を固定する手段を有する。また、平面部材に固定されるヒータ含有層は、
平面部材から窓部を含む前面パネルに向かって、断熱材、面状ヒータ、及び金属板の順で
積層された層であることが好ましい。このような場合、固定手段としては、例えば断熱材
３及び面状ヒータ４ａを固定した金属板５を、図３に示すように、窓部６側に突出した支
持ボルト１３により平面部材２ａに固定する方法を例示することができる。尚、ヒータ含
有層は、条件によっては断熱材３を除き、面状ヒータ４ａ及び金属板５とすることもでき
る。平面部材２ａの大きさは、通常は装置の窓部６を有する前面パネル７とほぼ同じ大き
さであり、厚さは０．２～５ｍｍ程度である。
【００１６】
　筒状部材２ｂは、通常は窓部６の正面形状と同一の断面形状を有する筒状であり、例え
ば図１、図２に示すような縦長の長方形の窓部６を備えた装置を、本発明のヒータユニッ
ト覆う場合、筒状部材２ｂは断面が前記長方形の窓部６と同じ形状を有する縦長の四角筒
となる。また、筒状部材２ｂは、図３に示すように、通常は窓部６側に突出した形態で設
けられるが、窓部６と反対側に突出して設けることもできる。本発明においては、筒状部
材２ｂにより、暖められた空気が光の通路用の間隙１２から外部に逃げることを抑制する
とともに、外部からの冷たい空気が侵入することを抑制することができる。平面部材２ａ
の材質は、通常は平面部材２ａと同一であり、金属（ステンレス、アルミニウム等）また
は合成樹脂からなる。
【００１７】
　筒状部材２ｂは、図３に示すように、内側にヒータ含有層として、例えば金属板５’と
コード状ヒータ４ｂからなる層を設けることができる。このような構成とすることにより
、内部の空気を暖めるとともに、外部から侵入する冷たい空気を暖める効果が得られる。
尚、前記のヒータ含有層は、光を遮蔽しない条件で、光の通路側に設けることもできる。
光の通路を跨いだ筒状部材２ｂ同士の間隙は、空気の保温のため小さい方が好ましく、通
常は光の通路の外郭（幅）より２～５０ｍｍ大きいものとされる。また、筒状部材２ｂの
中心軸方向の長さ（筒の高さ）は、通常は１０～１００ｍｍである。
【００１８】
　側面部材２ｃは、図３に示すように、ヒータ支持基材２の左右両端部に平面部材と垂直
方向で前面パネル７側に突出した形態で取付けられる。側面部材２ｃは、図１に示すよう
に、通常は板状であり、平面部材２ａと前面パネル７の左端及び右端の隙間から、暖めら
れた空気が外部に逃げることを防止するとともに、外部から冷たい空気が侵入することを
防止する効果がある。側面部材２ｃの材質としては、金属、合成樹脂のほか、断熱材を用
いることもできる。また、低面部材２ｄは、図８に示すように、ヒータ支持基材２の下部
に平面部材２ｂと垂直方向で前面パネル７側に突出した形態で取付けられる。低面部材２
ｄは、その上側に面状ヒータ４ｃを固定して設けることができる。
【００１９】
　本発明に使用される面状ヒータ４ａは、通常は発熱素子と電気絶縁材料からなる。面状
ヒータ４ａの発熱素子としては、例えば所望のパターンに成形した金属箔抵抗体、金属線
抵抗体、または、グラフトカーボン、カーボン粉末、金属粉末、金属酸化物粉末から選ば
れる少なくとも１種を合成樹脂に分散させた導電性樹脂を、ガラス繊維基材またはセラミ
ック繊維基材に含浸させた抵抗体を用いることができる。このような発熱素子の厚みは、
通常は０．０１～０．５ｍｍ、好ましくは０．０５～０．１ｍｍである。発熱素子は約２
００℃まで発熱可能で、金属板５を５０～１５０℃程度に加熱できるように設定されるこ
とが好ましい。
【００２０】
　面状ヒータ４ａの電気絶縁材料としては、シリコーンゴム、フッ素ゴム、アクリルゴム
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、シリコン樹脂、テフロン（登録商標）樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、塩
化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等のシートが使用される。本発明において
は、発熱素子がこれらの電気絶縁材料シートにより埋設された形態の面状ヒータが用いら
れる。このような面状ヒータ４ａを含む３層は、図７に示すように、通常は上下方向に複
数個設けられて、例えば下側のヒータを高温に、上側のヒータを低温に設定する等、窓部
６及び前面パネル７を効率よく加熱することが可能なように設定される。
【００２１】
　また、本発明に使用される断熱材３は、面状ヒータ４ａからの熱が平面部材２ａに伝わ
ることを防止するためのものである。断熱材３の材料としては、例えば、シリコン樹脂、
ウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、塩化ビニル樹脂等を挙げること
ができる。断熱材３の大きさは、面状ヒータ４ａの片側全面を被覆することが好ましく、
厚みは面状ヒータ４ａの１～５倍程度である。尚、断熱材３と面状ヒータ４ａは、通常は
接触するように配置されるが、平面部材２ａと断熱材３は、接触していてもよいし、間隙
があってもよい。また、断熱材３、面状ヒータ４ａ、金属板５も、平面部材２ａと同様に
、光照射装置から照射される光を遮蔽しないように配置される。
【００２２】
　本発明に使用される金属板５は、面状ヒータ４ａからの熱により、前面パネル７と金属
板５の間に存在する空気を均等に効率よく暖めるために用いられる。金属板５の材質は、
熱伝導率が高い金属であれば特に制限されることはないが、例えばステンレス、アルミニ
ウム等を挙げることができる。前面パネルと金属板の間隔（所定の間隔）は、通常は２～
１００ｍｍ、好ましくは５～５０ｍｍである。前面パネルと金属板の間隔が２ｍｍ未満の
場合は、光照射装置及び／または光受光装置の内部が高温になり、これらの電子機器に加
熱による悪影響を与える虞がある。また、前面パネルと金属板の間隔が１００ｍｍを超え
る場合は、前面パネルと金属板の間に存在する空気を充分に暖めることができない虞があ
る。空気は１０～４０℃程度に暖めることが好ましい。
【００２３】
　本発明に使用されるコード状ヒータ４ｂは、例えばガラス繊維等からなる芯線の周囲に
金属線抵抗体を捲き付け、さらにその周囲を前述のシリコーンゴム、フッ素ゴム、アクリ
ルゴム、シリコン樹脂等の電気絶縁材料またはガラス繊維等により被覆したものである。
筒状部材２ｂの少なくとも片面側に固定されるヒータ含有層は、金属板５’に前記のよう
なコード状ヒータ４ｂを接触して設けたものであるが、コード状ヒータ４ｂの金属板５’
と反対の表面側にアルミ箔等の金属箔を被せ、コード状ヒータが金属板と金属箔の層に挟
持された形態とすることが好ましい。このような構成とすることにより、光の通路用の間
隙１２の周辺の空気を効率よく暖めることができる。尚、本発明において、金属板５’は
金属箔を含むものである。
【００２４】
　さらに、本発明においては、図４、図８に示すように、ヒータ支持基材２は、光の通路
の間隙１２を横切るように透明保護具１１を設けることができる。透明保護具１１の取付
け位置は、ヒータ支持基材２の外側であっても、内側であってもよい。透明保護具１１は
、前記の間隙部を覆い、風が強い降雪時に雪が窓部６の透明な保護パネル１０に付着する
ことを防止する効果がある。透明保護具１１としては、光照射装置から照射される光が透
過し、光受光装置により受光することができ、６０℃程度の耐熱性があるようなものであ
れば特に制限されることがなく、各種ガラス板、各種透明樹脂板等を用いることができる
。
【００２５】
　本発明のヒータユニットは、ヒータ支持基材２を支持する手段１４のほか、図２に示す
ように、ヒータ支持基材２にバンドによる固定手段１５を設けることができる。バンドに
よる固定手段１５は、１箇所に設定してもよいし複数個所に設定してもよい。本発明のヒ
ータユニットは、これらの手段により容易に取付け取外しを行なうことができ、例えば冬
季のみの使用、降雪時のみの使用等、適宜使用期間、使用時間を限定することが可能であ
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る。
【実施例】
【００２６】
　次に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明がこれらにより限定されるも
のではない。
【実施例１】
【００２７】
（ヒータユニットの製作）
　発熱素子として金属抵抗線を千鳥状に配線し、これをシリコーンゴムにより被覆し、金
属抵抗線の端部に電極を設けた面状ヒータ（縦７５５ｍｍ、横４０ｍｍ、厚さ１．５ｍｍ
）を４個製作した。次に、これらの各々の面状ヒータに、シリコン樹脂からなる断熱材（
縦７３０ｍｍ、横４０ｍｍ、厚さ５ｍｍ）、及び金属板としてアルミニウム板（縦７５５
ｍｍ、横７２．５ｍｍ、厚さ２ｍｍ）を接着した。また、ヒータ支持基材の平面部材とし
て、図１（２）に示すような光の通路のための間隙（長さ１５７０ｍｍ、幅３０ｍｍ）を
有するステンレス製の金属板（縦１７４１ｍｍ、横２０９ｍｍ、厚さ２ｍｍ）を製作した
。前記の断熱材、面状ヒータ、及びアルミニウム板からなるヒータ含有層を、図３、図７
に示すような構成となるように、支持ボルトによりステンレス製の平面部材に固定した。
【００２８】
　ガラス繊維からなる芯線の周囲に複数の金属線抵抗体を捲き付け、さらにその周囲をシ
リコーンゴムにより被覆してコード状ヒータを製作した。次に、コード状ヒータ１本を、
２枚のアルミ箔で挟持し、これを図３に示すような構成となるように、断面が縦長の四角
形（内側の寸法１５７０ｍｍ×１５ｍｍ、厚さ２ｍｍ）であるステンレス製の筒状部材（
中心軸方向の長さ１８ｍｍ）の外周側に捲き付けて接着した。この筒状部材を前述の平面
部材の光の通路用の間隙に配置するとともに、平面部材の左右両端部に断熱性を有する樹
脂製の側面部材、平面部材の下部に低面部材を設け、さらに最上部には装置の上面に引っ
掛けてヒータ支持基材を支持する手段を設けて、図１（２）、図３に示すようなヒータユ
ニットを製作した。
【００２９】
（ヒータユニットの評価）
　以上のようにして得られたヒータユニットを、全体の形態が図１（１）で、水平断面が
図３に示すような窓部（高さ１５６０ｍｍ、幅２０ｍｍ）等を備えた構成の光照射装置に
、図１（２）に示すように装着した。尚、前面パネルと金属板の間隔（所定の間隔）は、
４１ｍｍに設定した。次に、気温０℃の環境下、各ヒータに通電（下部のヒータは上部の
ヒータの１．５倍の電流）した結果、金属板の外側表面の温度が８０（下側）～１３０（
上側）℃となった。金属板の温度が安定した後、光照射装置の保護パネルの温度は５（下
側）～１９（上側）℃であった。
【実施例２】
【００３０】
　実施例１のヒータユニットの製作において、装置に取付ける際の水平断面が図６に示す
ような構成となるように変えたほかは、実施例１と同様にしてヒータユニットを製作した
。このヒータユニットを、全体の形態が図２（１）で、水平断面が図６に示すような構成
の光照射装置に装着した。尚、前面パネルと金属板の間隔（所定の間隔）は、４１ｍｍに
設定した。次に、実施例１と同様にしてヒータユニットの評価を行なった結果、金属板の
温度が安定した後のヒータユニットの透明保護具の温度は７（下側）～２５（上側）℃で
あった。
【００３１】
　以上のように、本発明のヒータユニットは、光照射装置、光受光装置の内部が高温に曝
されることなく、保護パネルを含む光照射窓部、光受光窓部を効率よく適度に暖めること
が可能なので、光照射部、光受光部等の電子機器に加熱による悪影響を与えることなく、
これらの窓部への氷雪付着を効率よく防止できる。
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【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】　本発明のヒータユニットを光照射装置及び／または光受光装置に装着する前後
の形態の一例を示す斜視図
【図２】　本発明のヒータユニットを光照射装置及び／または光受光装置に装着する前後
の図１以外の形態の一例を示す斜視図
【図３】　図１（２）のヒータユニットの水平断面の一例を示す構成図
【図４】　図１（２）のヒータユニットの図３以外の水平断面の一例を示す構成図
【図５】　図１（２）のヒータユニットの図３、図４以外の水平断面の一例を示す構成図
【図６】　図２（２）のヒータユニットの水平断面の一例を示す構成図
【図７】　面状ヒータ支持基材の構成図（本発明のヒータユニットの面状ヒータの取付け
位置の一例を示す構成図）
【図８】　面状ヒータ支持基材の構成図（本発明のヒータユニットの透明保護具の取付け
位置の一例を示す構成図）
【図９】　光照射装置及び光受光装置の使用形態の一例を示す構成図
【符号の説明】
【００３３】
１　ヒータユニット
２　面状ヒータ支持基材
２ａ　平面部材
２ｂ　筒状部材
２ｃ　側面部材
２ｄ　低面部材
３　断熱材
４ａ　面状ヒータ
４ｂ　コード状ヒータ
４ｃ　面状ヒータ
５　金属板
５’　金属板
６　窓部（光照射窓部及び／または光受光窓部）
７　前面パネル
８　光照射部または光受光部
９　筐体
１０　透明な保護パネル
１１　透明保護具
１２　間隙
１３　支持ボルト
１４　面状ヒータ支持基材を支持する手段
１５　バンドによる固定手段
１６　装置（光照射装置及び／または光受光装置）
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